
別表十六(六)
｢繰延資産の償却額の計算に関する明細書」

この別表は、繰延資産の種類の区分ごとに、かつ、償却
期間の異なるごとに別行に記載します。また、種類及び償
却期間が同じであっても、当期に支出したもの及び措置法
による特別償却の規定の適用を受けるものは別行で記載し
ます。

・
・
・「償却期間の月数4」

その繰延資産の支出の効果の及ぶ期間の年数に12を乗じ
た月数を記載します。
なお、支出の効果の及ぶ期間に1年未満の端数がある場

合には、その1年未満の端数は切り捨てます。

「支出した金額3」
繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳

簿価額が増額又は減額された場合には、次に掲げる繰延資
産の区分に応じ、それぞれ次の事業年度において、この欄
にその評価換え等の直後の帳簿価額を記載します。
⑴ 当期前の各事業年度等において、期末評価換え等が行
われた繰延資産…その期末評価換え等が行われた事業年
度等後の各事業年度

⑵ 当期以前の各事業年度等において期中評価換え等が行
われた繰延資産…その期中評価換え等が行われた事業年
度等以後の各事業年度

【チェックポイント】
資産を賃借するために支出した権利

金等の額は、繰延資産となりますが、
一時の損金として計算していませんか。「繰延資産の種類1」

例えば「公共的施設負担金」、「共同的施設負担金」、
「建物賃借権利金」等のように、その支出の費目を記載し
ます。

「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数5」
当期中のその繰延資産の償却期間の月数(当期が支出した

事業年度であるときは、支出した月から当期末までの月数と
し、1月未満の端数は切り上げます。)を記載します。

【チェックポイント】
支出時に損金経理した繰延資産で、

支出金額が20万円未満のものについて
は、この別表に記載せずに一時の損金
とすることができます。
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記載要領
はこちら



…

別表十六(六)
｢繰延資産の償却額の計算に関する明細書」

証明書等の添付
特別償却制度についてその適用を受けるときは、次表に掲げる書類を確定申告書等へ添付

する必要があります。
(注) 次表は令和5年4月1日現在の法令に基づいています。

特別償却の種類 該当条項 必要とされる書類

事業適応繰延資産の特別償却 措置法42の12の7② 措置法規則20の10の3③一に規定

する書類

「同上のうち当期損金認容額15」
当期において償却不足額がある場合において、前期から繰り越された償却超過額があると

きは、その償却超過額の範囲内でその償却不足額に達するまでは損金に認容されますから、
その認容される金額を記載します。
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「前期からの繰越額14」
法第32条第7項｟繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法｠に規定する繰延資産につ

いて同項に規定する満たない部分の金額(以下この別表の留意点において「帳簿記載等差
額」といいます。)がある場合には、それぞれ次の区分に応じ、それぞれ次の事業年度にお
いてその帳簿記載等差額をこの欄の上段に外書として記載します。
⑴ 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延資産(公益法人等又は人格のない社団等の収

益事業以外の事業に属していたものを除きます。)
…その適格組織再編成の日の属する事業年度

⑵ 合併等により移転を受けた繰延資産
…その合併等の日の属する事業年度

⑶ 民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
…その民事再生等評価換えが行われた事業年度

⑷ 非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
…その非適格株式交換等時価評価が行われた事業年度

⑸ 通算時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
…その通算時価評価が行われた事業年度の翌事業年度

⑹ 連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
…その連結時価評価が行われた事業年度の翌事業年度


